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福井県立恐竜博物館  

福井県立恐竜博物館映像資料更新業務委託プロポーザル 

『手取層群：地層に残された恐竜時代の記録【仮題】』 

                        

業務内容仕様書 
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下記仕様に基づき、テーマ「手取層群の発掘」の映像資料を更新すること。ここに記

載されていない事項であっても、現場の状況に応じ、映像の更新に必要な業務について

は、協議の上、委託金額の範囲内で内容を変更できるものとする。 

 

１ シナリオ制作 

（１） 撮影（制作）内容、時間、ストーリー、ナレーションなどを詳しくまとめたもの

をシナリオとして制作すること。 

（２） 小学校高学年が十分理解できるような内容とするために、シナリオやテロップな

どを工夫すること。 

（３） 現地の地形等の映像、研究者のインタビューなどをテンポよくまとめ、必要に応

じアニメーションやＣＧなどの解説映像を作成して盛り込むこと。 

（４） インタビューを含め、ナレーション案を作成すること。 

 

 

２ 撮影 

（１） 恐竜博物館にて映像制作に必要な資料、展示の撮影を行う。 

ア フクイラプトルをはじめとする、福井県産恐竜化石。 

イ 福井県勝山市北谷恐竜発掘現場。 

※その他、撮影内容はシナリオ案による。 

※恐竜博物館所蔵の資料や発掘現場の撮影には使用料は不要。 

※発掘現場の撮影は、発掘作業風景が撮影可能な 7月下旬～９月上旬が望ましい。 

※過去の発掘風景は恐竜博物館に映像資料があり、利用可能。 

（２） 石川県白山市白峰地区・桑島地区にて映像制作に必要な資料、展示の撮影を行う。 

ア 白山恐竜パーク白峰に収蔵される白山市産恐竜化石。 

イ 桑島化石壁の通常ならびにドローン撮影。 

ウ 白山恐竜パーク白峰の担当者に、白山資産恐竜化石に関するインタビュー。 

※白山恐竜パーク白峰の担当者には企画概要について説明・承諾済み 

（３） 岐阜県恐竜化石産地（高山市もしくは飛騨市）にて映像制作に必要な資料、展示

の撮影を行う。 

ア 岐阜県立博物館に収蔵される岐阜県産恐竜化石。 

イ 岐阜県恐竜化石産地の通常ならびにドローン撮影。 

ウ 岐阜県立博物館の担当者に、白山資産恐竜化石に関するインタビュー。 

※岐阜県立博物館の担当者には企画概要について説明・承諾済み 

※岐阜県恐竜化石産地の撮影は飛騨地方にて行うが、詳細な地点は現在検討中 

（４） 科学番組として、視聴者を惹きつける骨格や地層の撮影方法やインタビュー方法

等を取り入れること。 
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（５） 機材等については、ベータカム、業務用デジタル等、通常の業務用機器仕様とす

る。 

 

３ アニメーション・ＣＧ等の制作 

視聴者の理解の手助けとなるアニメーションやＣＧ等の制作を行う。以下の点でその

内容は館職員との協議のうえ基本的に新規に制作するものとする。（シナリオ参照） 

（１） 手取層群堆積時の北陸地方を再現したアニメーション制作 

ア 約 1 億 3000 万年前の光景 

イ 約 1 億 2000 万年前の光景 

（２） 手取層群の分布・地質に関する模式図アニメーション（もしくはスライドショー） 

ア 手取層群の分布と層序 

イ 時代・当時の位置・堆積の様子・構成する地層 

（３） 手取層群とアジアの他の地層における恐竜の違い 

ア 約 1 億 3000 万年前での比較 

イ 約 1 億 2000 万年前 での比較 

ウ 手取層群における恐竜相の変化 

 

４ 既存資料の版権処理など 

映像等の資料の一部として使用するため、既存映像、写真等の版権処理を行う。製作者

への許可などの手続きが発生することがある。 

（１） 石川県白山市産の恐竜化石並びに桑島層映像 

（２） 岐阜県産の恐竜化石並びに地層映像 

 

５ ナレーション  

（１） ナレーションを入れること。 

（２） ナレーター等は受託者において手配すること。 

 

６ 字幕 

（１） 日本語の字幕を入れること。 

 

７ 編集作業  

（１） １５分程度（±２分は許容範囲とする）の放映時間とすること。 

（２） 場面に適したＢＧＭを入れ込むこと。 

（３） 画面サイズは１６：９とする。 

（４） 科学番組として魅力ある映像処理などを取り入れること。 

８ 複製作業  

（１） 完成品の納品は以下のものとする。 
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ア ＤＶＤ（３部）（市販のＤＶＤデッキで再生可能なもの） 

イ ＭＰＥＧ２データファイル（ＣＤ：３部） 

ウ ＭＰＥＧ４データファイル（ハイビジョン対応：ＤＶＤまたは Blu-ray Disc） 

（２） ＭＰＥＧ２データは、下記のデコーダカードで再生でき、福井県立恐竜博物館   

ＶＯＤサーバおよびＶＯＤ端末上で完全動作すること。 

・機器型式   ＦＭＶ－ＭＰＤ２０３ 

・ビデオ    ＭＰＥＧ２ ＭＰ＠ＭＬ（ＩＳＯ／ＩＥＣ １３８１３－１） 

・オーディオ  ＭＰＥＧ２（ＭＰＥＧ１ レイヤ２）ＩＳＯ／ＩＥＣ  

１３８１３－３（ＩＳＯ／ＩＥＣ １１１７２－３) 

・システム   ＭＰＥＧ２ ＭＰ＠ＭＬ （ＩＳＯ／ＩＥＣ １３８１３－１） 

プログラムストリーム 

（３） ＭＰＥＧ４データは、以下の様式とすること 

・１０８０ｐ.３０ｆｐｓ 

・ビデオ Ｈ．２６４ 

・オーディオ  ＡＡＣ－ＬＣ 

（４） 上記の完成品とは別に、ロケで撮影した映像素材の複製物一式を納品するものと

する。納品メディアについては、館職員と協議すること。 

 

９ 試写および微修正  

（１） 納品以前に恐竜博物館において試写を最低２回行うものとする。 

（２） 試写の場で指摘を受けた箇所については可能な限り修正を行うこととする。 

 

１０ その他 

（１） 納入される成果物に関する著作権法上の権利等は、基本的に福井県立恐竜博物館

に帰属させること。なお、恐竜博物館が許可した場合には、恐竜博物館内外での

上映やビデオ販売などを可能にできるよう留意すること。 

（２） シナリオの内容変更による撮影物・場所、制作物内容・規格の変更は館職員と協

議の上、予算内で可能なものとする。 

（３） ロケで撮影した映像素材は、ハイビジョン対応画質で恐竜博物館の今後の事業に

おいて無償で利用できるものとする。 

（４） 撮影・制作に要する経費（CG 制作、県立恐竜博物館の指定する監督職員等にかか

る経費を含む）は、すべて受託者の負担とする。 

（５） 映像資料全体を通しての質・仕様については、当館既存資料と同等程度を確保す

ること。 

（６） 以上全てについて、映像更新に必要な作業を適切に行うこと。 


